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令和７年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）に
ついて

61 ～ 71
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人情報の提供に関する条例の一部改正について

72 ～ 74
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令和７年
第４回知内町議会定例会議案目次

議 案 番 号 ペ ー ジ

2



 

令 和 ７ 年 

第４回定例会 
知内町議会 議案第１号 

 

知内町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 知内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月１２日提出 

知内町長  西山  和夫 

 

 

知内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（知内町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 知内町職員の給与に関する条例（昭和 26 年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第 15 条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 100 分

125                  

                   

を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100 分

の 125」とあるのは「100 分の 70」    

                 とす

る。 

４～５ （略） 

（期末手当） 

第 15 条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては 100 分の 125、12

月に支給する場合においては 100分の 127.5

を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100 分

の 125」とあるのは「100 分の 70」、「100 分

の 127.5」とあるのは「100 分の 72.5」とす

る。 

４～５ （略） 

（通勤手当） 

第 19 条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、１箇月当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員にあ

っては、その額から、その額に規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた額）とする。 

(1) （略）  

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる

職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの

（通勤手当） 

第 19 条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、１箇月当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員にあ

っては、その額から、その額に規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた額）とする。 

(1) （略）  

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる

職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの
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現行 改正後（案） 

通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号にお

いて「使用距離」という。）が片道 10 キ

ロメートル未満 4,200 円 

イ 使用距離が片道 10 キロメートル以上

15 キロメートル未満 7,100 円 

ウ 使用距離が片道 15 キロメートル以上

20 キロメートル未満 10,000 円 

エ 使用距離が片道 20 キロメートル以上

25 キロメートル未満 12,900 円 

オ 使用距離が片道 25 キロメートル以上

30 キロメートル未満 15,800 円 

カ 使用距離が片道 30 キロメートル以上

35 キロメートル未満 18,700 円 

キ 使用距離が片道 35 キロメートル以上

40 キロメートル未満 21,600 円 

ク 使用距離が片道 40 キロメートル以上

45 キロメートル未満 24,400 円 

ケ 使用距離が片道 45 キロメートル以上

50 キロメートル未満 26,200 円 

コ 使用距離が片道 50 キロメートル以上

55 キロメートル未満 28,000 円 

サ 使用距離が片道 55 キロメートル以上

60 キロメートル未満 29,800 円 

シ 使用距離が片道 60 キロメートル以上

 31,600 円 

(3) （略）  

３～８ （略） 

通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号にお

いて「使用距離」という。）が片道 10 キ

ロメートル未満 4,200 円 

イ 使用距離が片道 10 キロメートル以上

15 キロメートル未満 7,300 円 

ウ 使用距離が片道 15 キロメートル以上

20 キロメートル未満 10,400 円 

エ 使用距離が片道 20 キロメートル以上

25 キロメートル未満 13,500 円 

オ 使用距離が片道 25 キロメートル以上

30 キロメートル未満 16,600 円 

カ 使用距離が片道 30 キロメートル以上

35 キロメートル未満 19,700 円 

キ 使用距離が片道 35 キロメートル以上

40 キロメートル未満 22,800 円 

ク 使用距離が片道 40 キロメートル以上

45 キロメートル未満 25,900 円 

ケ 使用距離が片道 45 キロメートル以上

50 キロメートル未満 29,100 円 

コ 使用距離が片道 50 キロメートル以上

55 キロメートル未満 32,300 円 

サ 使用距離が片道 55 キロメートル以上

60 キロメートル未満 35,500 円 

シ 使用距離が片道 60 キロメートル以上

 38,700 円 

(3) （略）  

３～８ （略） 

（勤勉手当） 

第 20 条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に 100 分

の 105                 

                   

を乗じて得た額及び当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に 100 分の 50

                   

                を乗じ

て得た額に、任命権者が規則の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。 

３～５ （略） 

（勤勉手当） 

第 20 条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、６月

に支給する場合においては 100 分の 105、12

月に支給する場合においては 100分の 107.5

を乗じて得た額及び当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合においては 100 分の 50、12 月に支

給する場合においては 100 分の 52.5 を乗じ

て得た額に、任命権者が規則の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。 

３～５ （略） 

別表１ 

給料表 

別表１ 

給料表 

職員

の区

分 

職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号俸 給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定年  円 円 円 円 円 円 

職員

の区

分 

職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号俸 給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定年  円 円 円 円 円 円 
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現行 改正後（案） 

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 

37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 

38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 

40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 

42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 

43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700 

47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000 

48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300 

49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500 

50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800 

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100 

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400 

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700 

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900 

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200 
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現行 改正後（案） 

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100 

52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400 

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600 

54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900 

55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200 

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500 

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700 

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000 

59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300 

60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500 

61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700 

62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000 

63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300 

64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500 

65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700 

66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000 

67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300 

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500 

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700 

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000 

71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300 

72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500 

73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700 

74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500  

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800  

76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000  

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200  

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500  

79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800  

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000  

81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200  

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500  

83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800  

84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000  

85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200  

86 256,000 297,100 346,000 386,400   

87 256,300 297,400 346,400 386,700   

88 256,600 297,700 346,800 387,000   

89 256,900 298,000 347,000 387,300   

90 257,200 298,300 347,400 387,600   

91 257,500 298,600 347,800 387,900   

92 257,800 299,000 348,200 388,200   

93 258,100 299,200 348,400 388,500   

94  299,400 348,800    

95  299,700 349,200    

96  300,100 349,500    

97  300,300 349,800    

98  300,600 350,200    

99  301,000 350,600    

100  301,400 351,000    

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400 

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700 

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900 

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200 

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500 

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800 

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000 

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300 

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600 

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800 

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000 

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300 

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600 

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800 

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000 

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300 

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600 

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800 

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000 

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300 

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600 

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800 

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000 

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300  

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600  

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800  

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000  

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300  

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600  

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800  

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000  

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300  

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600  

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800  

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000  

86 266,200 305,800 355,700 396,800   

87 266,500 306,100 356,100 397,100   

88 266,800 306,400 356,500 397,400   

89 267,100 306,700 356,700 397,700   

90 267,400 307,000 357,100 398,000   

91 267,700 307,300 357,500 398,300   

92 268,000 307,600 357,900 398,600   

93 268,300 307,800 358,100 398,900   

94  308,000 358,400    

95  308,300 358,800    

96  308,700 359,100    

97  308,900 359,400    

98  309,200 359,800    

99  309,500 360,200    

100  309,900 360,600    
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現行 改正後（案） 

  

101  301,600 351,500    

102  301,900 351,900    

103  302,200 352,300    

104  302,500 352,700    

105  302,700 353,200    

106  303,000 353,600    

107  303,300 353,900    

108  303,600 354,200    

109  303,800 354,700    

110  304,200     

111  304,600     

112  304,900     

113  305,100     

114  305,300     

115  305,600     

116  306,000     

117  306,200     

118  306,400     

119  306,700     

120  307,000     

121  307,400     

122  307,600     

123  307,900     

124  308,200     

125  308,500     

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

 192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 

  

101  310,100 361,100    

102  310,400 361,500    

103  310,700 361,900    

104  311,000 362,300    

105  311,200 362,800    

106  311,500 363,200    

107  311,800 363,500    

108  312,100 363,800    

109  312,300 364,200    

110  312,600     

111  313,000     

112  313,300     

113  313,500     

114  313,700     

115  314,000     

116  314,400     

117  314,600     

118  314,800     

119  315,100     

120  315,400     

121  315,700     

122  315,900     

123  316,200     

124  316,500     

125  316,800     

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

基 準

給 料

月額 

 200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 

第２条 知内町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第 15 条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては 100 分の 125、12

月に支給する場合においては 100分の 127.5

を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100 分

の 125」とあるのは「100 分の 70」、「100 分

の 127.5」とあるのは「100 分の 72.5」とす

（期末手当） 

第 15 条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 100 分

の 126.25               

                   

を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100 分

の 126.25」とあるのは「100 分の 71.25」 

                 とす
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現行 改正後（案） 

る。 

４～５ （略） 

る。 

４～５ （略） 

（勤勉手当） 

第 20 条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、６月

に支給する場合においては 100 分の 105、12

月に支給する場合においては 100分の 107.5

を乗じて得た額及び当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合においては 100 分の 50、12 月に支

給する場合においては 100 分の 52.5 を乗じ

て得た額に、任命権者が規則の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。 

３～５ （略） 

（勤勉手当） 

第 20 条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に 100 分

の 106.25               

                   

を乗じて得た額及び当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に 100分の 51.

25                  

                を乗じ

て得た額に、任命権者が規則の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。 

３～５ （略） 

 

（町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の一部改正） 

第３条 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例（昭和 44 年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

現行 改正後（案） 

（支給額及び支給期日） （支給額及び支給期日） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 期末手当の支給額は、それぞれ支給日現在

において次の割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の支給額は、それぞれ支給日現在

において次の割合を乗じて得た額とする。 

(1) 支給期日 ６月15日 100分の230 (1) 支給期日 ６月15日 100分の230 

(2) 支給期日 12月５日 100分の230 (2) 支給期日 12月５日 100分の235 

３ （略） ３ （略） 

第４条 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の一部を次のように改正

する。 

現行 改正後（案） 

（支給額及び支給期日） （支給額及び支給期日） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 期末手当の支給額は、それぞれ支給日現在

において次の割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の支給額は、それぞれ支給日現在

において次の割合を乗じて得た額とする。 

(1) 支給期日 ６月15日 100分の230 (1) 支給期日 ６月15日 100分の232.5 

(2) 支給期日 12月５日 100分の235 (2) 支給期日 12月５日 100分の232.5 

３ （略） ３ （略） 

 

（議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正） 

第５条 議会議員に対する期末手当の支給に関する条例（昭和 44 年条例第 26 号）の一部を次の
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ように改正する。 

現行 改正後（案） 

（支給額及び支給期日） （支給額及び支給期日） 

第２条 期末手当の支給額は、支給日現在にお

いて受けるべき報酬月額に100分の460を乗

じて得た額とする。 

第２条 期末手当の支給額は、支給日現在にお

いて受けるべき報酬月額に100分の465を乗

じて得た額とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１

日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例（次項において「改正後の職員

の給与条例」という。）の規定、第３条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対す

る期末手当支給に関する条例（次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。）

の規定及び第５条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例（次

項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から

適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手

当支給条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の知内町職員の給

与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第３条の規定による改正前の町長、副町長

及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第５条

の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給

された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改

正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。 

（規則への委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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令 和 ７ 年 

第４回定例会 
知内町議会 議案第２号 

 

 

知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  

 知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

令和７年１２月１２日提出                                                          

知 内 町 長  西 山 和 夫 

 

知内町青少年交流センター設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例（平成９年条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

現行 改正後（案） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、宿泊等による交流研修を通じ

て青少年の健全育成とスポーツ・文化活動の活発

化を図り、                 

                     

                     

       活力あるまちづくりに資するた

め、知内町青少年交流センター（以下「交流セン

ター」という。）              

                     

を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、町外から入学する北海道知内

高等学校に在籍する生徒の寄宿及びスポーツ等

の合宿や研修等で青少年等に宿泊の便を与え、交

流研修を通じて青少年の健全育成とスポーツ活

動等の活発化を図り、健康の保持増進及び青少年

の健全な育成と活力あるまちづくりに資するた

め、知内町青少年交流センター（きらく棟）（以

下「きらく棟」という。）及び知内町青少年交流

センター（涌元棟）（以下「涌元棟」という。）

を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条       交流センターの名称及び位

置は、次のとおりとする。 

第２条 知内町青少年交流センターの名称及び位

置は、次のとおりとする。 

名称 知内町青少年交流センター 名称 知内町青少年交流センター（きらく棟） 

位置 上磯郡知内町字重内31番地の104 位置 上磯郡知内町字重内31番地104 

 名称 知内町青少年交流センター（涌元棟） 

 位置 上磯郡知内町字涌元247番地 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）  
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現行 改正後（案） 

第３条 交流センターは、  知内町教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が管理する。た

だし、第１条の目的を達成するため、その管理運

営を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第３項の規定により指定管理者に行わせる

ことができる。 

第３条 きらく棟及び涌元棟は、知内町教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が管理する。た

だし、第１条の目的を達成するため、その管理運

営を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第３項の規定により指定管理者に行わせる

ことができる。 

（使用の範囲） （使用の範囲） 

第４条 交流センターを         使用

できる者は、第１条に定める目的をもった   

               青少年団体そ

の他の団体とする。 

第４条 きらく棟及び涌元棟に入寮若しくは使用

できる者は、第１条に定める目的をもった北海道

知内高等学校に在籍する生徒及び青少年団体そ

の他の団体とする。 

（使用許可） （使用許可） 

第５条 交流センター   を使用しようとする

者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなけれ

ばならない。 

第５条 きらく棟及び涌元棟を使用しようとする

者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合におい

て、      交流センター管理上必要な条件

を付することができる。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合におい

て、知内町青少年交流センター管理上必要な条件

を付することができる。 

３（略） ３（略） 

 （使用制限）  （使用制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると

認めたときは、使用を許可しない。 

(1)～(3)（略） 

(4) その他公益又は      交流センター

の管理運営上支障があると認めたとき。 

第６条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると

認めたときは、使用を許可しない。 

(1)～(3)（略） 

(4) その他公益又は知内町青少年交流センター

の管理運営上支障があると認めたとき。 

（注意義務及び使用の取消し） （注意義務及び使用の取消し） 

第７条 交流センターの使用の許可を受けた者（以

下「使用者」という。）           

                     

                     

  は、教育委員会が指示した事項を遵守し、つ

ねに善良な       使用者としての注意

をもって使用しなければならない。 

第７条 きらく棟及び涌元棟の入寮の許可を受け

た北海道知内高等学校に在籍する生徒（以下「入

寮者」という。）及びスポーツ等で合宿や研修等

の宿泊による使用の許可を受けた者（以下「使用

者」は、教育委員会が指示した事項を遵守し、つ

ねに善良な入寮者若しくは使用者としての注意

をもって使用しなければならない。 

２ 教育委員会は、次の各号の一に該当するとき

は、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは

２ 教育委員会は、次の各号の一に該当するとき

は、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは
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現行 改正後（案） 

停止することができる。この場合において、  

     使用者に損害を生じても教育委員会

はその賠償の責めを負わない。 

停止することができる。この場合において、入寮

者若しくは使用者に損害を生じても教育委員会

はその賠償の責めを負わない。 

(1)～(3)（略） (1)～(3)（略） 

（利用料） （利用料） 

第８条 交流センターを           

                     

       使用するときは、別表に定める利

用料を教育委員会または指定管理者に納めなけ

ればならない。ただし、教育委員会が特に必要と

認めたときは、利用料を減免することができる。 

第８条 きらく棟若しくは涌元棟の使用者又は日

帰りで使用する町外からの使用者若しくは第５

条第３項により使用するときは、別表に定める利

用料を教育委員会又は指定管理者に納めなけれ

ばならない。 

 ２ きらく棟及び涌元棟の入寮者の利用料等につ

いては、別に定める。 

 ３ 教育委員会が特に必要と認めたときは、利用料

を減免することができる。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第10条        使用者が本人の責めに帰

すべき事由により、建物又は付属設備若しくは備

付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委

員会の指示するところにより、その損害額を賠償

しなければならない。ただし、教育委員会が止む

を得ない事由があると認めたときは、これを免除

又は減額することができる。 

第10条 入寮者若しくは使用者が本人の責めに帰

すべき事由により、建物又は付属設備若しくは備

付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委

員会の指示するところにより、その損害額を賠償

しなければならない。ただし、教育委員会が止む

を得ない事由があると認めたときは、これを免除

又は減額することができる。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、     

 交流センターの管理に関し必要な事項は規則

で定める。 

第11条 この条例に定めるもののほか、知内町青少

年交流センターの管理に関し必要な事項は規則

で定める。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 宿泊利用料 １ 宿泊利用料 

区分 小学生 

中学生 

高校生 

大学生 

一般社会人 

夏期 1泊につき 

850円 

1泊につき 

1,500円 

1泊につき 

3,200円 

冬期 1泊につき 

1,070円 

1泊につき 

1,700円 

1泊につき 

3,400円 
 

区分 1泊につき 

（1人当たり） 

涌元棟 

（２Fホール） 

 

1,500円 
 

備考 備考 
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現行 改正後（案） 

１ 夏期、冬期の区分は、暖房使用の有無に

よる。 

１ １泊の宿泊利用料には、朝・夕の食事代

が含まれ、宿泊税を別途徴収する。 

２ 必要により、調理実習室燃料費を徴収す

ることができる。 

 

２ 日帰り利用料 ２ 日帰り利用料（涌元棟） 

区分 午前 午後 夜間 

ミーティン

グルーム 

夏

期 

1,100円 1,650円 1,650円 

冬

期 

1,650円 2,200円 2,200円 

研修室 夏

期 

1,100円 1,650円 1,650円 

冬

期 

1,650円 2,200円 2,200円 

 

区分 午前 午後 

ホール 

（２Fホール） 

 

1,500円 

 

1,500円 

屋内練習場  

1,500円 

 

1,500円 

ピッチング 

ブルペン 

 

1,500円 

 

1,500円 

トレーニング室  

1,500円 

 

1,500円 
 

備考 備考 

１ 午前とは９時から13時まで、午後とは13

時から17時まで、夜間とは17時から21時ま

でとする。 

１ 午前とは９時から13時まで、午後とは13

時から17時まで            

 とする。 

２ 夏期、冬期の区分は、暖房使用の有無に

よる。                

     

２ 日帰り利用料については、町外からの使

用又は第５条第３項による使用の団体単位

とする。 

３ 必要により、調理実習室燃料費を徴収す

ることができる。 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年３月１日から施行する。 
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令 和 ７ 年 

第４回定例会                                              

 

 

 

知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定期間の変更について 

                       

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の指定期間を変更することについ

て、同条第６項の規定により、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

 

 

令和７年１２月１２日提出 

知内町長    西 山 和 夫 

  

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称      知内町青少年交流センター 

 

２ 指定管理者の名称      株式会社 スリーエス 

 

３ 指 定 期 間       

 

【 変 更 前 】       令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

【 変 更 後 】    令和３年４月１日から令和８年３月３日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

知 内 町 議 会 議 案 第 ３ 号 
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令 和 ７ 年 

第４回定例会                                              

 

 

 

知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定期間の変更について 

                       

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の指定期間を変更することについ

て、同条第６項の規定により、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

 

 

令和７年１２月１２日提出 

知内町長    西 山 和 夫 

  

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称      知内町青少年交流センター 

 

２ 指定管理者の名称      株式会社 スリーエス 

 

３ 指 定 期 間       

 

【 変 更 前 】       令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

【 変 更 後 】    令和８年３月４日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

知 内 町 議 会 議 案 第 ４ 号 
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令和７年度知内町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

（ 

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０６，０８９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，１７１，９７０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（ 

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

地方債の補正 ）

令和７年１２月１２日 提出

知内町長 西 山 和 夫

議案第知内町議会
令 和 ７ 年

歳入歳出予算の補正 ）

令和７年度知内町一般会計補正予算（第１０号）について

第４回定例会
５号
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（歳　入） （単位　千円）

10 地 方 交 付 税 2,135,051 61,081 2,196,132
1 地 方 交 付 税 2,135,051 61,081 2,196,132

14 国 庫 支 出 金 810,785 24,801 835,586
1 国 庫 負 担 金 192,147 3,055 195,202
2 国 庫 補 助 金 608,285 21,746 630,031

15 道 支 出 金 584,592 △ 1,317 583,275
1 道 負 担 金 298,132 796 298,928
2 道 補 助 金 273,339 △ 2,113 271,226

16 財 産 収 入 27,720 502 28,222
2 財 産 売 払 収 入 8,000 502 8,502

17 寄 附 金 426,350 80,502 506,852
1 寄 附 金 426,350 80,502 506,852

18 繰 入 金 654,984 36,520 691,504
2 基 金 繰 入 金 650,225 36,520 686,745

21 町 債 1,155,900 4,000 1,159,900
1 町 債 1,155,900 4,000 1,159,900

計 6,965,881 206,089 7,171,970

第　１　表　　歳入歳出予算補正

補正前の額 補正額款 項

（一般会計　1）

計
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（歳　出） （単位　千円）

1 議 会 費 45,080 106 45,186
1 議 会 費 45,080 106 45,186

2 総 務 費 1,181,162 86,355 1,267,517
1 総 務 管 理 費 1,135,013 85,705 1,220,718
2 徴 税 費 17,323 650 17,973

3 民 生 費 687,861 54,435 742,296
1 社 会 福 祉 費 506,894 51,935 558,829
2 児 童 福 祉 費 180,667 2,500 183,167

4 衛 生 費 256,500 △ 725 255,775
1 保 健 衛 生 費 77,681 1,473 79,154
2 清 掃 費 175,084 △ 2,198 172,886

6 農 林 水 産 業 費 560,315 3,055 563,370
2 林 業 費 182,101 2,770 184,871
3 水 産 業 費 153,678 255 153,933
5 地域産業担い手対策費 49,967 30 49,997

7 商 工 費 86,293 3,606 89,899
1 商 工 費 86,293 3,606 89,899

9 消 防 費 431,863 11,544 443,407
1 消 防 費 431,863 11,544 443,407

10 教 育 費 1,610,054 28,003 1,638,057
1 教 育 総 務 費 205,594 7,930 213,524
2 小 学 校 費 72,924 720 73,644
3 中 学 校 費 56,894 1,238 58,132
5 社 会 教 育 費 843,639 18,115 861,754

13 職 員 等 給 与 費 778,315 19,710 798,025
1 職 員 等 給 与 費 778,315 19,710 798,025

計 6,965,881 206,089 7,171,970

補正額 計

（一般会計　2）

款 項 補正前の額
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(１)  変　更

千円 ％ 千円 ％

消防施設整備事業債 156,600 160,600

第　２　表 地　方　債　補　正

起 債 の 目 的

補　　正　　前 補　　正　　後

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償還の
方 法

（一般会計　3）

証書

又は

証券

借入

政府資金に
ついてはそ
の融資条件
により、銀
行その他に
ついては当
該借入先と
協定するも
のとする。
　ただし、
町財政の都
合により据
置期間及び
償還期限を
短縮し、若
しくは繰上
償還又は低
利債に借換
えすること
ができる。

変更

なし

変更

なし

変更

なし

2.5
以内

ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る政府資
金及び地
方公共団
体金融機
構・日本
政策金融
公庫資金
につい

て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率

19



目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 地 方 交 付 税 2,135,051 61,081 2,196,132

                                          (一般会計  4)                                    

歳　　入

 1 地 方 交 付 税 2,196,132 地方交付税                                      61,081  追加

計                                              61,081  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

10  款　地方交付税　 1  項　地方交付税
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 民 生 費 国 庫 負 担 金 192,147 3,055 195,202

                                          (一般会計  5)                                    

歳　　入

 2 

 3 

児童手当負担金

障害者等福祉費
国庫負担金    

40,091

95,268

児童手当負担金                                   2,055  追加

計                                               2,055  追加

障害児入所給付費国庫負担金                       1,000  追加
                                                            
計                                               1,000  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

14  款　国庫支出金　 1  項　国庫負担金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 3 民 生 費 国 庫 補 助 金 30,228 21,746 51,974

                                          (一般会計  6)                                    

歳　　入

 3 

11 

12 

児童福祉費国庫
補助金        

物価高騰対応重
点支援地方創生
臨時交付金    

物価高対応子育
て応援手当支給
事業補助金    

6,015

34,873

8,082

妊婦のための支援給付交付金                         264  追加
                                                            
計                                                 264  追加

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金          13,400  追加
                                                            
計                                              13,400  追加

物価高対応子育て応援手当支給事業補助金           8,082  追加
                                                            
計                                               8,082  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

14  款　国庫支出金　 2  項　国庫補助金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 民 生 費 道 負 担 金 108,131 796 108,927

                                          (一般会計  7)                                    

歳　　入

 3 

 4 

児童手当道負担
金            

障害者等福祉費
道負担金      

5,023

46,610

児童手当負担金                                     296  追加
                                                            
計                                                 296  追加

障害児入所給付費道費負担金                         500  追加
                                                            
計                                                 500  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

15  款　道支出金　 1  項　道負担金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 5 衛 生 費 道 補 助 金 9,565 △2,113 7,452

                                          (一般会計  8)                                    

歳　　入

 2 衛生費道補助金 3,957 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金               2,113  減額

計                                               2,113  減額

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

15  款　道支出金　 2  項　道補助金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 財 産 売 払 収 入 8,000 502 8,502

                                          (一般会計  9)                                    

歳　　入

 1 財 産 売 払 収 入 8,502 公有財産売払収入                                   295  追加

町有地支障木伐採売払収入                           207  追加

計                                                 502  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

16  款　財産収入　 2  項　財産売払収入
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 寄 附 金 426,350 80,502 506,852

                                          (一般会計  10)                                   

歳　　入

 1 寄 附 金 506,852 ふるさと納税寄附金                              80,000  追加

寄附金（ふるさと納税以外）                         502  追加

計                                              80,502  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

17  款　寄附金　 1  項　寄附金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 積 立 金 繰 入 金 650,225 36,520 686,745

                                          (一般会計  11)                                   

歳　　入

 2 

 4 

 9 

ふるさと創生事
業基金繰入金  

公共施設等整備
基金繰入金    

地域福祉基金繰
入金          

246,522

62,169

3,430

ふるさと創生事業基金繰入金                      25,830  追加
                                                            
計                                              25,830  追加

公共施設等整備基金繰入金                         8,860  追加
                                                            
計                                               8,860  追加

地域福祉基金繰入金                               1,830  追加
                                                            
計                                               1,830  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

18  款　繰入金　 2  項　基金繰入金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 3 消 防 債 156,600 4,000 160,600

                                          (一般会計  12)                                   

歳　　入

 1 消防施設整備事
業債          

160,600 消防署庁舎整備事業                               4,000  追加
                                                            
計                                               4,000  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

21  款　町債　 1  項　町債
（単位　千円）

区　　分
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1議 会 費 45,080 106 45,186 106

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 1  款　議会費　 1  項　議会費

                                          (一般会計  13)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 3 職 員 手 当 等 9,867 議員期末手当                                       106  追加

計                                                 106  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1一 般 管 理 費 211,591 700 212,291 700

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                          (一般会計  14)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 需 用 費 5,005 消耗品                                             300  追加

書籍・法規                                         300  追加

購読料                                             100  追加

計                                                 700  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 3財 産 管 理 費 44,121 11,140 55,261 11,140

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                          (一般会計  15)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

12 

16 

17 

委 託 料

公有財産購入費

備 品 購 入 費

5,426

10,000

2,575

事務用パソコン追加業務委託料                       315  追加

計                                                 315  追加

旧保坂医院用地購入費                            10,000  追加

計                                              10,000  追加

事務用パソコン購入費                               825  追加

計                                                 825  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 4財 政 調 整 基 金 費 314,253 27,783 342,036 27,783

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                          (一般会計  16)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

24 積 立 金 342,036 ふるさと創生事業基金積立金                      18,920  追加

地域福祉基金積立金                                 263  追加

子ども・子育て基金積立金                         8,600  追加

計                                              27,783  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

10地 域 会 館 管 理 費 21,234 400 21,634 400

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                          (一般会計  17)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 需 用 費 7,722 修繕費                                             400  追加

計                                                 400  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

11自 治 振 興 費 340,322 45,682 386,004 8245,600

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                          (一般会計  18)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 1 

 8 

10 

11 

12 

13 

報 酬

旅 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使用料及び賃借
料            

1,822

2,273

134,204

57,530

101,335

40,195

専門家（AI・DX）派遣報酬                            17  追加

計                                                  17  追加

専門家（AI・DX）派遣費用弁償                        65  追加

計                                                  65  追加

ふるさと納税謝礼特産品購入費                    20,800  追加

計                                              20,800  追加

ふるさと納税広告料                               1,600  追加

ふるさと納税謝礼特産品送料                       8,000  追加

計                                               9,600  追加

ふるさと納税推進事業委託料                      10,400  追加

計                                              10,400  追加

ふるさと納税納付代理システム利用料等             4,800  追加
                                                            
計                                               4,800  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2賦 課 徴 収 費 16,490 650 17,140 650

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 2  款　総務費　 2  項　徴税費

                                          (一般会計  19)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 需 用 費 1,079 印刷費                                             650  追加

計                                                 650  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1社 会 福 祉 総 務 費 87,081 47,312 134,393 25,83021,482

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 3  款　民生費　 1  項　社会福祉費

                                          (一般会計  20)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 

11 

12 

18 

需 用 費

役 務 費

委 託 料

負担金補助及び
交付金        

11,574

2,700

1,796

89,433

消耗品                                             180  追加

印刷製本費                                         390  追加

計                                                 570  追加

郵送料                                           1,120  追加

計                                               1,120  追加

第2弾しりうち暮らし応援券換金業務委託料            250  追加

物価高対応子育て応援手当支給システム構築委託料     572  追加

計                                                 822  追加

第2弾しりうち暮らし応援券換金負担金             37,500  追加
                                                            
物価高対応子育て応援手当                         7,300  追加

計                                              44,800  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2国 民 年 金 費 321 268 589 268

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 3  款　民生費　 1  項　社会福祉費

                                          (一般会計  21)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

12 委 託 料 414 国民年金システム改修委託料                         268  追加

計                                                 268  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 4心身障害者特別対 213,595 2,850 216,445 5508001,500

（単位　千円）
歳　　出

策及び母子等福祉

費

目　の　説　明

 3  款　民生費　 1  項　社会福祉費

                                          (一般会計  22)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 

18 

19 

需 用 費

負担金補助及び
交付金        

扶 助 費

175

2,843

199,639

消耗品                                              50  追加

計                                                  50  追加

知内町補聴器購入費助成金                           800  追加
                                                            
計                                                 800  追加

障害児訓練等給付費                               2,000  追加

計                                               2,000  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 5介 護 保 険 費 93,127 1,505 94,632 1,266239

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 3  款　民生費　 1  項　社会福祉費

                                          (一般会計  23)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

17 

27 

備 品 購 入 費

繰 出 金

239

90,790

介護予防事業備品購入費                             239  追加

計                                                 239  追加

介護保険特別会計繰出金                           1,266  追加

計                                               1,266  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2児 童 措 置 費 158,468 2,500 160,968 1492,351

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 3  款　民生費　 2  項　児童福祉費

                                          (一般会計  24)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

19 扶 助 費 49,990 児童手当                                         2,500  追加

計                                               2,500  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2予 防 費 36,412 396 36,808 132264

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 4  款　衛生費　 1  項　保健衛生費

                                          (一般会計  25)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

12 委 託 料 33,143 健康管理システム改修業務委託料                     396  追加

計                                                 396  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 3環 境 衛 生 費 7,131 1,077 8,208 1,077

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 4  款　衛生費　 1  項　保健衛生費

                                          (一般会計  26)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

18 負担金補助及び
交付金        

6,830 木古内火葬場利用負担金                           1,077  追加
                                                            
計                                               1,077  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1清 掃 費 175,084 △2,198 172,886 △85△2,113

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 4  款　衛生費　 2  項　清掃費

                                          (一般会計  27)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

12 

18 

委 託 料

負担金補助及び
交付金        

33,478

132,454

海岸漂着物等回収処分委託料                       2,600  減額

計                                               2,600  減額

渡島西部広域事務組合負担金                         402  追加
                                                            
計                                                 402  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2林 業 振 興 費 51,893 2,770 54,663 2,770

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 6  款　農林水産業費　 2  項　林業費

                                          (一般会計  28)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 7 報 償 費 7,818 有害獣駆除謝金等                                 2,770  追加

計                                               2,770  追加

国(道)支出金

44



節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2水 産 振 興 費 150,175 255 150,430 255

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 6  款　農林水産業費　 3  項　水産業費

                                          (一般会計  29)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

18 負担金補助及び
交付金        

148,682 水産多面的機能発揮対策事業負担金（藻場監視活動）   255  追加
                                                            
計                                                 255  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1地域産業担い手対 43,400 30 43,430 30

（単位　千円）
歳　　出

策 事 業 費

目　の　説　明

 6  款　農林水産業費　 5  項　地域産業担い手対策費

                                          (一般会計  30)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 2 給 料 14,390 地域おこし協力隊給料                                30  追加

計                                                  30  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2商 工 振 興 費 28,779 3,606 32,385 3,606

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 7  款　商工費　 1  項　商工費

                                          (一般会計  31)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

13 

18 

使用料及び賃借
料            

負担金補助及び
交付金        

396

24,295

「食」のスポット業務用冷蔵庫リース料               106  追加
                                                            
計                                                 106  追加

カキＶＳニラまつり実行委員会助成金               2,000  追加
                                                            
ヒグマ出没に伴う飲食店等支援金                   1,500  追加

計                                               3,500  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1消 防 費 403,628 11,544 415,172 7,3372074,000

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 9  款　消防費　 1  項　消防費

                                          (一般会計  32)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

12 

18 

委 託 料

負担金補助及び
交付金        

116,500

298,442

知内消防署庁舎建設地支障木伐採業務委託料         4,300  追加

計                                               4,300  追加

渡島西部広域事務組合負担金                       7,244  追加
                                                            
計                                               7,244  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2事 務 局 費 105,539 7,230 112,769 3506,880

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

10  款　教育費　 1  項　教育総務費

                                          (一般会計  33)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 8 

24 

旅 費

積 立 金

1,352

47,499

普通旅費                                           350  追加

計                                                 350  追加

教育振興基金積立金（ふるさと納税寄附金分）       6,880  追加

計                                               6,880  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 3学校給食センター 98,585 700 99,285 700

（単位　千円）
歳　　出

費

目　の　説　明

10  款　教育費　 1  項　教育総務費

                                          (一般会計  34)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

17 備 品 購 入 費 800 学校給食センター備品購入費                         700  追加

計                                                 700  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1学 校 管 理 費 70,538 720 71,258 720

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

10  款　教育費　 2  項　小学校費

                                          (一般会計  35)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 1 

 3 

 4 

報 酬

職 員 手 当 等

共 済 費

11,502

4,125

2,500

特別支援教育支援員報酬                           1,740  追加

計                                               1,740  追加

特別支援教育支援員通勤手当                          78  追加

計                                                  78  追加

特別支援教育支援員保険料                         1,098  減額

計                                               1,098  減額
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1学 校 管 理 費 49,242 1,238 50,480 1,238

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

10  款　教育費　 3  項　中学校費

                                          (一般会計  36)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 1 

 3 

 4 

報 酬

職 員 手 当 等

共 済 費

3,883

1,345

700

特別支援教育支援員報酬                             589  追加

計                                                 589  追加

特別支援教育支援員通勤手当                          51  減額

計                                                  51  減額

特別支援教育支援員保険料                           700  追加

計                                                 700  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2公 民 館 費 28,843 1,030 29,873 1,030

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

10  款　教育費　 5  項　社会教育費

                                          (一般会計  37)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

11 

17 

役 務 費

備 品 購 入 費

682

3,826

書道作品設置費                                     150  追加

計                                                 150  追加

書道作品購入費                                     880  追加

計                                                 880  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 4青少年交流センタ 783,822 17,085 800,907 8,2258,860

（単位　千円）
歳　　出

ー 管 理 費

目　の　説　明

10  款　教育費　 5  項　社会教育費

                                          (一般会計  38)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

10 

11 

12 

14 

17 

26 

需 用 費

役 務 費

委 託 料

工 事 請 負 費

備 品 購 入 費

公 課 費

4,811

670

24,333

693,300

76,700

55

消耗品                                             100  追加

修繕費                                           4,060  追加

計                                               4,160  追加

リサイクル関連諸費用（バス）                       110  追加

処分料                                             100  追加

登録手続料（バス）                                  60  追加

計                                                 270  追加

管理運営業務委託料                               6,500  追加

ハウスクリーニング業務委託料                     1,300  追加

計                                               7,800  追加

Wi-Fi設置工事                                    1,800  追加

計                                               1,800  追加

備品購入費                                       3,000  追加

計                                               3,000  追加

重量税（バス）                                      55  追加

計                                                  55  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1職 員 等 給 与 費 778,315 19,710 798,025 19,710

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

13  款　職員等給与費　 1  項　職員等給与費

                                          (一般会計  39)                                   

補正額の財源内訳

区　　分

 1 

 2 

 3 

 4 

18 

報 酬

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

負担金補助及び
交付金        

19,884

386,953

226,069

164,909

210

パートタイム会計年度任用職員報酬                 2,600  追加

計                                               2,600  追加

職員給料                                         3,700  追加

計                                               3,700  追加

管理職手当                                       2,000  追加

時間外手当                                       7,900  追加

管理職特別勤務手当                                 400  追加

計                                              10,300  追加

共済負担金                                         300  追加

退職負担金                                       2,000  追加

保険料                                             800  追加

計                                               3,100  追加

職員福祉協会負担金                                  10  追加
                                                            
計                                                  10  追加
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るところによる。

（ 歳入歳出予算の補正 ）

第

２

令和７年１２月１２日提出

知内町長 西 山 和 夫

入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号)について

令和７年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９０，１０８千円とする。

　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９７千円を追加し、歳

号６議案第
第４回定例会

令 和 ７ 年
知 内 町 議 会
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第１表　歳入歳出予算補正

（単位　千円）

計

計

  (国民健康保険事業特別会計  1)  

 5繰 入 金
 2基 金 繰 入 金

51,575
24,440

589,811

297
297

297

51,872
24,737

590,108

補 正 前 の 額 補 正 額款 項

（歳　入）
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（歳　　出） （単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

計

                                    (国民健康保険事業特別会計  2)                                     

 1総 務 費
 1総 務 管 理 費

8,263
5,998

589,811

297
297

297

8,560
6,295

590,108
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 基 金 繰 入 金 24,440 297 24,737

                                  (国民健康保険事業特別会計  3)                            

歳　　入

 1 基 金 繰 入 金 24,737 基金繰入金                                         297  追加

計                                                 297  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

 5  款　繰入金　 2  項　基金繰入金
（単位　千円）

区　　分
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1一 般 管 理 費 3,216 297 3,513 297

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 1  款　総務費　 1  項　総務管理費

                                  (国民健康保険事業特別会計  4)                            

補正額の財源内訳

区　　分

13 使用料及び賃借
料            

1,124 標準システム用全国住所データライセンス料           297  追加
                                                            
計                                                 297  追加
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による。

（歳入歳出予算の補正）

令和７年１２月１２日提出

令和７年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

知内町長 西 山 和 夫

　出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

第１条　既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８８６千円

　を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６０，９４８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

議案第 　７　号
令 和 ７ 年
第４回定例会

令和７年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

知 内 町 議 会
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第１表　歳入歳出予算補正

（単位　千円）

計

計

  (介護保険特別会計（保険事業勘定）  1)  

 2

 6

国 庫 支 出 金

繰 入 金
 2

 1
 2

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 繰 入 金
基 金 繰 入 金

128,014
47,654
97,345
89,524
4,721

557,062

688
688
3,198
1,266
1,932

3,886

128,702
48,342
100,543
90,790
6,653

560,948

補 正 前 の 額 補 正 額款 項

（歳　入）
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（歳　　出） （単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

計

                                (介護保険特別会計（保険事業勘定）  2)                                 

 1

 4

 5

総 務 費

地 域 支 援 事 業 費

諸 支 出 金

 1

 1

 3

 1

総 務 管 理 費

介護予防・生活支援サービ
ス事業費                
包括的支援事業費・任意事
業費                    

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

7,749
2,257
55,797
28,059

23,944

21,987
19,487

557,062

1,377
1,377
1,197
577

620

1,312
1,312

3,886

9,126
3,634
56,994
28,636

24,564

23,299
20,799

560,948

63



目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 4 介 護 保 険 事 業 補 助 金 0 688 688

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  3)                        

歳　　入

 1 現 年 度 分 688 介護保険事業補助金                                 688  追加

計                                                 688  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

 2  款　国庫支出金　 2  項　国庫補助金
（単位　千円）

区　　分
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目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 18,640 1,266 19,906

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  4)                        

歳　　入

 1 事 務 費 繰 入 金 19,906 事務費繰入金                                     1,266  追加

計                                               1,266  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

 6  款　繰入金　 1  項　一般会計繰入金
（単位　千円）

区　　分

65



目 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 　 　 計 　 　

 1 介 護 保 険 事 業 基 金 繰 入 4,721 1,932 6,653

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  5)                        

歳　　入

金

 1 介護保険事業基
金繰入金      

6,653 介護保険事業基金繰入金                           1,932  追加
                                                            
計                                               1,932  追加

節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目　の　説　明

 6  款　繰入金　 2  項　基金繰入金
（単位　千円）

区　　分
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1一 般 管 理 費 2,257 1,377 3,634 689688

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 1  款　総務費　 1  項　総務管理費

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  6)                        

補正額の財源内訳

区　　分

12 委 託 料 2,103 介護システム改修事業（MCWEL)                     1,377  追加

計                                               1,377  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1介護予防・生活支 25,774 577 26,351 577

（単位　千円）
歳　　出

援サービス事業費

目　の　説　明

 4  款　地域支援事業費　 1  項　介護予防・生活支援サービス事業費

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  7)                        

補正額の財源内訳

区　　分

 2 

 3 

 4 

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

5,027

3,696

2,305

職員給料                                           127  追加

計                                                 127  追加

扶養手当                                            36  追加

期末手当                                            17  追加

勤勉手当                                            69  追加

管理職手当                                         115  追加

寒冷地手当                                           4  追加

計                                                 241  追加

共済負担金                                          40  追加

退職負担金                                         169  追加

計                                                 209  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 1包括的支援事業費 8,366 311 8,677 311

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 4  款　地域支援事業費　 3  項　包括的支援事業費・任意事業費

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  8)                        

補正額の財源内訳

区　　分

 2 

 3 

 4 

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

4,566

2,128

1,836

職員給料                                           126  追加

計                                                 126  追加

期末手当                                             7  追加

勤勉手当                                             9  追加

寒冷地手当                                           1  追加

通勤手当                                             2  追加

計                                                  19  追加

共済負担金                                          12  追加

退職負担金                                         154  追加

計                                                 166  追加
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 3生活支援体制整備 13,603 309 13,912 309

（単位　千円）
歳　　出

事 業 費

目　の　説　明

 4  款　地域支援事業費　 3  項　包括的支援事業費・任意事業費

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  9)                        

補正額の財源内訳

区　　分

 2 

 3 

 4 

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

4,537

2,823

1,936

職員給料                                           127  追加

計                                                 127  追加

期末手当                                             7  追加

勤勉手当                                             9  追加

寒冷地手当                                           5  追加

計                                                  21  追加

共済負担金                                          10  追加

退職負担金                                         151  追加

計                                                 161  追加

国(道)支出金
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節

金　　額
説　　　　　　　　　　明

目 補正前
の 額

補正額 計

国(道)支出金 地方債 その他

特　　定　　財　　源
一般財源

 2償 還 金 19,455 1,312 20,767 1,312

（単位　千円）
歳　　出

目　の　説　明

 5  款　諸支出金　 1  項　償還金及び還付加算金

                              (介護保険特別会計（保険事業勘定）  10)                       

補正額の財源内訳

区　　分

22 償還金利子及び
割引料        

20,767 国庫支出金等過年度分返還金                       1,312  追加
                                                            
計                                               1,312  追加
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令 和 ７ 年 

第４回定例会 
知内町議会 議案第８号 

 

 

知内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい

て 

 

 知内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月１２日提出 

知内町長  西山  和夫 

 

知内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 知内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27年条例第 35号）の一部を次のよう

に改正する。 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法

」という。）第９条第２項に基づく個人番号の

利用及び番号法第 19 条第９号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法

」という。）第９条第２項に基づく個人番号の

利用及び番号法第 19 条第 11 号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)～(2) （略）  (1)～(2) （略） 

 (3) 特定個人情報 番号法第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。 

 (3) 特定個人情報 番号法第２条第９項に

規定する特定個人情報をいう。 
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現行 改正後（案） 

 (4) 個人番号利用事務実施者 番号法第２

条第 12 項に規定する個人番号利用事務実

施者をいう。 

 (4) 個人番号利用事務実施者 番号法第２

条第 13 項に規定する個人番号利用事務実

施者をいう。 

 (5) 情報提供ネットワークシステム    

法第２条第 14 項に規定する情報提供ネッ

トワークシステムをいう。 

 (5) 情報提供ネットワークシステム 番号

法第２条第 15 項に規定する情報提供ネッ

トワークシステムをいう。 

  (6) 特定個人番号利用事務 番号法第 19 条

第８号に規定する特定個人番号利用事務を

いう。 

  (7) 利用特定個人情報 番号法第 19 条第８

号に規定する利用特定個人情報をいう。 

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 

第４条 番号法第９条第２項の条例で定める事

務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同

表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲

げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び

町長又は教育委員会が行う番号法別表第２の

第２欄に掲げる事務とする。 

第４条 番号法第９条第２項の条例で定める事

務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同

表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲

げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び

町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用

事務       とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 町長又は教育委員会は、番号法別表第２の

第２欄に掲げる事務を処理するために必要な

限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報で

あって自らが保有するものを利用することが

できる。ただし、番号法の規定により、情報

提供ネットワークシステムを使用して他の個

人番号利用事務実施者から当該  特定個人

情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。 

３ 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用

事務       を処理するために必要な

限度で利用特定個人情報        で

あって自らが保有するものを利用することが

できる。ただし、番号法の規定により、情報

提供ネットワークシステムを使用して他の個

人番号利用事務実施者から当該利用特定個人

情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。 

４ （略） ４ （略） 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 番号法第 19 条第９号の条例で定める

特定個人情報を提供することができる場合は

、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の

第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に

掲げる事務を処理するために必要な同表の第

４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場

第５条 番号法第 19 条第 11 号の条例で定める

特定個人情報を提供することができる場合は

、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の

第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に

掲げる事務を処理するために必要な利用特定

個人情報        の提供を求めた場
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現行 改正後（案） 

合において、同表の第３欄に掲げる機関が当

該特定個人情報を提供するときとする。 

合において、同表の第３欄に掲げる機関が当

該特定個人情報を提供するときとする。 

２ （略） ２ （略） 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

1町長 知内町子ども医療

費助成に関する条

例による子どもに

対する医療費の助

成に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

（略） 

（略） 

 

2町長 知内町重度心身障

害者及びひとり親

家庭等の医療費の

助成に関する条例

による重度心身障

害者及びひとり親

家庭等に対する医

療費の助成に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

（略） 

（略） 

 

 

機関 事務 特定個人情報 

1町長 知内町子ども医療

費助成に関する条

例による子どもに

対する医療費の助

成に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

（略） 

（略） 

医療保険給付関

係情報であって

規則で定めるも

の 

2町長 知内町重度心身障

害者及びひとり親

家庭等の医療費の

助成に関する条例

による重度心身障

害者及びひとり親

家庭等に対する医

療費の助成に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

（略） 

（略） 

医療保険給付関

係情報であって

規則で定めるも

の 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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令 和 ７ 年 

第４回定例会 
知内町議会 議案第９号 

 

 

知内町防災会議条例の一部改正について 

 

 知内町防災会議条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月１２日提出 

知内町長  西山  和夫 

 

 

知内町防災会議条例の一部を改正する条例 

 

 知内町防災会議条例（昭和 37年条例第 13号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後（案） 

（会長及び委員） 

第３条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前項の委員の定数は 20人以内とする。 

７～８ （略） 

（会長及び委員） 

第３条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前項の委員の定数は 37人以内とする。 

７～８ （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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